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与野公園における Park-PFI の事業予定者を決定しました 
 
   本市で２例目となる Park-PFI（公募設置管理制度）の事業予定者について、有識

者等で構成する「さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会（以下「委

員会」という。）」の審査を経て、次のとおり決定しました。 
今後は、令和７年４月の再整備エリアの供用開始に向けて、協定締結等の手続きを進

めていきます。 
 

１ 対象公園 

名 称 与野公園 
所在地 さいたま市中央区本町西１－１４６８－２ 
面 積 約５１，０００㎡ 

 
２ 選定結果 

（１）応募者数 
１事業者 

（２）設置等予定者 
大和リースグループ 

    代表法人 大和リース株式会社 さいたま支店 
    構成法人 大日本コンサルタント株式会社 

アイル・コーポレーション株式会社 
 
 
３ 設置等予定者の提案概要 

・ 公募対象公園施設には、公園の中心にだれもが日常的に利用できる憩いの場とし

て、景観を楽しみながら食事ができるベーカリーカフェを導入します。 
・ 特定公園施設には、公園のシンボルであるバラ園とあそび場・ひろばが見渡せる

展望デッキを設置するとともに、子どもたちが遊びを想像しながら使えるオリジ

ナル遊具や多様な人に配慮したインクルーシブ遊具を設置します。 
・ 地形特性やエリアごとの個性を生かした公園整備を行い、にぎわいや地域住民の

交流につながる管理運営を行います。 
 

記者発表資料 
令和５年１月１６日（月） 
問い合わせ先：都市公園課 
課長：川名 啓之 
担当：西川、滝田 
電話：８２９－１４２０ 
内線：３３７３ 



 

４ 選定方法 

   市による事前審査を行った後、委員会において提案内容の評価を行い、設置等

予定者を選定しました。その後「さいたま市都市局指定管理者審査選定委員会」

における評価を行い、設置等予定者を指定管理者候補者に選定しました。 
これらの審議結果の報告を受け、設置等予定者及び指定管理者候補者を決定しま

した。 
 
５ 今後の予定 

整備費の債務負担行為の設定に係る議案の提出 令和５年２月定例会 
認定計画提出者による再整備エリアの設計 令和５年４月～令和６年３月末 
認定計画提出者による再整備エリアの建設 令和６年４月～令和７年３月末 
指定管理者の指定に係る議案の提出 令和５年１２月定例会 
公園の管理運営開始 令和６年４月 
再整備エリアの供用開始 令和７年４月 
 

【公園のイメージ図（応募書類より抜粋）】 

 

 
 

※イメージ図は設置等予定者との協議等により変更となる場合があります。 


